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し

て
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l

井

上

泰

男

題

の

意

味

ブ
ラ
シ
ス
に
於
い
て
は
、
西
部
・
中
部
に
概
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
若
干
の
「
個
別
定
住
」

2
2
E
2
2。
広
と
を
別
と
す
れ
ば
、
一
般
に
は
集
団
的
に
い
わ

ゆ
る
「
村
落
定
住
」

(
2ロ
問
問
。
)
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
村
溶
の
構
造
は
地
域
的
に
異
な
り
、
巨
視
的
に
は
全
西
欧
に
共
通
す
る
南
・
北
二
大
農
業
文
明
の
対

比
に
よ
り
、
微
視
的
に
は
同
一
地
方
内
部
に
於
て
も
、
共
同
体
的
結
合
と
、
そ
れ
に
よ
る
「
生
産
規
制
」
に
密
度
の
相
兵
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

之
等
の
村
落
の
大
部
分
は
極
め
て
古
い
起
源
を
有
し
、
少
く
も
中
世
初
頭
に
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
農
業
史
家
は
ゲ
ル
マ

ν
人
の
大
移
動
期
に
、
彼

等
に
与
え
ら
れ
た
土
地
の
可
成
り
の
部
分
を
共
同
利
用
し
い
ゲ
ル
マ
ニ
ア
の
母
国
か
ら
持
ち
来
っ
た
社
会
経
済
的
規
範
を
忠
実
に
維
持
す
る
「
マ
ル
グ
共
同
体
」

(
宮
ミ
T
問
自
書
官
目
。

r
g
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
て
き
た
。
だ
が
フ
ラ
ン
ス
の
古
い
村
溶
の
起
源
を
問
題
に
す
る
な
ら
h

大
移
動
以
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
か

け
に
は
い
か
な
い
。
五
世
紀
の
侵
入
者
は
先
住
民
を
滅
亡
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
し
、
叉
ガ

p
i
p
-
マ
の
土
地
支
配
者
を
駆
逐
し
、
ゲ
ル
マ
シ
人
の
言
語
と
地
名

を
強
制
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ゲ
ル
マ
シ
人
は
ガ
ロ

1
ロ
1

マ
の
農
民
や
そ
の
農
業
部
煙
、
並
び
に
そ
の
社
会
構
成
を
根
本
的
に
安
卒
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
の
下
ア
ル
ザ
ス
地
中
川
ゃ
、
ベ
ル
ギ
ー
領
ナ
ミ
ユ

1
ル
地
中
川
に
関
す
る
実
証
的
個
別
研
究
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
が
、
同

様
な
こ
と
は
全
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。



然
し
こ
L

で
我
々
が
問
題
に
す
る
の
は
、
古
代
的
社
会
構
成
の
遺
制
で
は
な
く
、
近
代
の
村
落
自
治
体
と
し
て
の
共
同
体
の
起
源
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
移
動
よ
り

遥
か
に
後
の
時
代
の
現
象
と
の
関
連
に
於
い
て
の
み
説
明
さ
れ
る
。
「
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
は
向
組
織
化
さ
れ
た
地
方
集
溶
(
問

2
3
2
τ
2
5
c
a
s
z
m
}
の
時

代
で
は
な
い
」

1
1と
A
・
デ
レ
ア
1
ジ
ユ
己
止
む
よ
⑦
)
は
言
う
o
荘
園
に
集
凶
を
な
し
て
定
住
し
て
い
る
農
民
が
、
真
に
そ
の
共
同
体
意
識
を
回
確
に
す
る
の

は
一
二
世
紀
に
於
け
る
地
代
荘
園
の
成
立
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら

1
1依
然
と
し
て
封
建
地
代
の
重
圧
下
に
あ
る
と
は
言
え

l
i領
主
直
営
地
の
賦
役

労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
小
農
民
経
演
の
自
立
が
、
そ
の
た
め
に
不
可
欠
の
前
援
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
之
と
関
連
し
て
、
人
口
の
増
大
、
並
び
に
新
た
な
開
墾
の

動
き
が
「
区
域
の
観
念
」

F
E
E
S
矛

F
E
m
S
を
創
り
出
す
と
共
に
、
共
同
体
的
諸
規
制
l
l
共
同
放
牧

(
Z
E
E問
。
伝
言
。

C122=wSEm--)
圏
構
の

禁
止

(
E
E
E
C
-
o
己

3
-
2
百
円
豆
、
強
制
輪
作
(
白
書

c
-
E
g
g
-
z
-
2
5
2
)、
草
刈
、
葡
窃
収
穫
の
皆
J
e
g
L
i
d
s
r
S
F
L
2
4
2
2
2
)
等

fliを
普
及
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
更
に
一
一
了
一
三
世
紀
に
は
領
主
対
農
民
の
支
配
関
係
も
固
定
化
の
傾
向
に
あ
り
、
村
洛
共
同
体
は

((2cgE伶
)
)
の
布
告
を

要
求
し
、
時
に
は
革
命
的
な
農
村
コ
シ
ξ

ユ
1

y
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
農
民
の
抵
抗
は
封
建
的
支
配
権
の
再
編
成
の
前
に
結
局
は
挫
折
に
帰
し
た
と

η
 

は
号
一
ロ
え
、
領
主
地
代
の
規
制
化
と
、
農
民
経
済
の
一
一
層
の
前
進
を
可
能
に
し
た
と
い
う
意
味
に
於
い
て
重
要
で
あ
示
。

こ
ふ
で
我
々
の
問
題
の
終
局
的
見
透
し
を
予
め
要
約
し
て
お
こ
う
。
封
建
時
代
の
村
務
共
同
体

(
2
5
E
E
Z令

Z
F出
2
5
m
)
の
組
織
、
並
び
に
共
同
体
的

農
業
慣
行

l
規
制

G
E
C』
c
o
m
m
E
C，
z
g
F
5
2
m
)
は
、
決
し
て
「
原
始
的
共
同
体
」
乃
至
い
わ
ゆ
る
「
原
始
共
産
態
」

(
2
5
5
E
E固め

1
2
Z『
)
の
遺
制

を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
領
主
に
よ
る
農
業
生
産
の
統
制
化
の
企
図
と
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
、
叉
反
面
に
於
い
て
農
民
の
領
主
に
対
す
る
集
団
的
な
力
の
目

覚
に
よ
る
抵
抗
の
組
織
化
と
し
て
の
役
割
を
に
な
い
な
が
ら
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ

K
o
木
稿
は
か
t

ふ
る
提
言
へ
の
ア
。
ブ
ロ
ー
チ
の
一
方
法
と
し
て
、
中
吠
後
期
村

蒸
共
同
体
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
も
言
う
べ
き
「
新
村
」
才
自
由
ロ
ミ
p
i
-
-。
号

Z
Z
)
1
1
大
開
墾
運
動
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
新
た
な
移
住
地

!li
の
定
住
形

態
、
並
び
に
そ
の
社
会
・
経
演
的
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
o

註

ω
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
ず
ブ
ロ
ツ
グ
の
ブ
ラ
シ
ス
農
地
制
度
の
三
類
型
の
指
摘
[
北
部
型
ド
一
二
画
制
、
開
於
規
則
耕
地
制
、
。
r号
E

S

(

車
輪
つ

き
型
U

の
使
用
、
南
部
型

i
二
箇
制
、
開
放
不
規
則
耕
地
制
、
間
E
Z
(車
輪
な
き
型
)
の
使
問
、
西
部
・
中
部
型

1
囲
綾
地
、
個
人
主
義
的
長
制
〕
が

想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
0

(

三

-
E
S
Y
F
g
の
ω
E
Z
P
2
c
E
m一E
S
P
-・
7
5
L
E
E
E
r
P
E
r
t
p
ち
U
H
唱
匂

-gl会
日
・
)
然
し
之
は
あ
く

ま
で
類
型
的
な
も
の
で
、
ブ
ロ
ツ
グ
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
実
際
に
は
多
く
の
例
外
が
あ
る
。
ブ
ー
ト
リ
ユ
ツ
シ
ユ
は
ボ
ル
ド
ー
地
方
に
関
し
て
、
こ

四



一四一

の
一
一
一
類
型
が
、
そ
れ
ぞ
れ
錯
雑
し
た
形
で
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
縫
認
し
て
い
る
。
(
戸
出
。
E
H
E
r
o
-
E
包

括

円

E
。

g
a
h
-
h
w
r紅白
O
E

Z
M
M
a
E
E
E
∞
。
止
。
F仲
間

同

M
g
L
E二
位
の
Z
2
2
母

p
g
〉

E-
思へ
F4
・
HM-MC|営
)

凶

例

え

ば

穴

-
F
E胃
2
z・
0
2
H紛
争
⑦
者

E
S
E
E
m
-
o
r
g
M
E
宮川口。
E
Z
F
f
同
・
か
か
る
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
的
見
解
は
、
周
知
の
よ
う
に
既
に
ド
1

プ
シ
ユ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る

O
B
-
U
8
2
Y
刻
、
吉
∞
与
え
2
8
z
r
r
E回
開
号
、
国
内
白
色
一
回
問
。
H
N
S
-
G
E匂
-H・)

同
開
・
甘
い
ロ
R
L
-
H島

1
0
2
E
F
L
o
s
-印
刷

VF50
品
。
∞
E
B
-〉
-
E
2・

suω
・勺

-
E

制
「
の
血
ロ
刊
の
む
ぺ
同
ヘ
血
8
5
2
0
2
E
F
E
E号
己
m
o
E
V
2
5
2
2
b由
0・
5
8・司・
MM・
ジ
エ
ニ
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
十
ミ
ユ
1

ル
地
方
の
中
牡
村
落

の
多
く
は
侵
入
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
何
故
な
ら
、
ロ
ー
マ
時
代
に
群
居
し
て
い
た
地
方
で
は
ゲ
ル
マ
シ
人
の
大
量
植
民
に
は
通
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
人
口
密
度
に
よ
っ
て
定
住
の
撰
択
を
決
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ク
人
は
、
村
溶
の
経
済
構
造
を
完
全
に
受
化
さ
せ
る
に
は
、
し
ば
し
ば
余

り
に
小
数
し
か
定
住
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

間
宮
・
回
目
2
Y
畠
-ou--
匂・

4
4
l
g
・

ω
w
k
r
h
u
ま
ω由
P
問
、
白
色
。
品

S
E
E
d』
5
2
2
3
f
《

HOEHWCEHRC田
宮
含
g
z
z
E
H
冨
SEEKF出
P
E
S
-
同

-
F
句

-us・

的
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
秋
的
支
配
権
の
受
質
と
農
奴
制
の
成
立
」
(
「
歴
史
学
研
究
」
一
七
一
号
〕
参
照

川
間
前
記
ジ
ユ
イ
ヤ
ー
ル
の
村
溶
定
住
に
関
す
る
社
会
地
理
学
的
考
察
は
、
我
々
の
問
題
視
角
に
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

参
照
)

ハ
特
に
六
七

i
六
九
頁

二
、
大
開
墾
運
動
の
史
的
背
景

全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
商
業
の
復
活
と
長
初
の
都
市
自
治
制
、
そ
し
て
7

一7
Y

ス
の
政
治
秩
序
に
決
け
る
王
権
の
再
建
と
大
諾
侠
領
の
内
部
強
化

1
lこ
の
発
展

を
可
能
に
し
た
の
は
人
口
の
増
大
で
あ
り
、
そ
れ
を
準
備
し
た
の
は
「
開
墾
者
の
斧
と
錠
」
で
あ
w

針
。
大
開
墾
運
動
の
史
的
意
義
は
、
こ
の
ブ
ロ
ツ
グ
の
言
に
ほ

三
明
快
に
要
約
さ
れ
る
。

森
林
の
伐
採
、
沼
沢
地
の
干
拓
、
海
岸
侭
地
平
野
に
於
け
る
堤
防
の
設
置
、
荊
般
の
除
去
等
、
ー
ー
ー
総
じ
て
、
中
世
の
い
わ
ゆ
る
大
開
墾
運
動
に
伴
う
新
・
築

港
、
新
耕
地
の
急
増
は
、
そ
れ
自
体
商
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
内
部
の
生
産
力
の
一
大
飛
躍
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
o
然
し
、
こ
の
開
墾
運
動
の
時

期
、
及
び
規
模
に
関
し
て
は
、

7

ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
で
は
若
干
の
相
異
が
あ
る
。



即
ち
、
第
一
に
、
ブ
ラ
シ
ス
で
は
ゲ
ル
マ
シ
人
の
侵
入
以
来
の
開
墾
は
九
世
紀
に
終
り
、
そ
の
後
ほ
X

二
世
紀
問
、
土
地
占
有
は
減
少
し
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代

の
耕
地
の
あ
る
も
の
は
放
棄
さ
れ
て
再
び
荒
蕪
地
に
転
化
し
た
o

7
ラ
シ
ド
凡
、
ノ
ル
マ
シ
デ
イ
の
如
き
宇
期
的
例
外
を
別
と
す
れ
ば
、
大
開
墾
時
代
は
大
凡
一

一
世
紀
半
ば
か
ら
始
ま
り
、
二
二
世
紀
ま
で
継
続
す
る
o
之
に
反
し
ド
イ
ツ
で
は
、
特
に
東
南
部
で
は
開
墾
事
業
は
九
世
紀
以
後
-
一
一
世
紀
初
頭
ま
で
継
続
し
、

一
二
吠
紀
に
植
民
の
動
き
は
停
止
す
る
。
然
し
他
方
下
ザ
グ
セ
ン
地
方
の
山
田
沢
地
帝
の
干
拓
事
業
、
並
び
に
エ
ル
ベ
以
東
に
ス
ラ
グ
人
を
圧
迫
し
つ
ふ
行
わ
れ
た

植
民
運
動
は
一
一
二
世
紀
以
後
に
ま
で
及
ぶ
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
で
は
内
国
値
段
と
並
ん
で
、
か
な
り
大
規
模
な
母
国
外
植
民
が
行
わ
れ
、
特
に
移
民
の
犬
貯
水
池

で
あ
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
や
低
地
地
方
か
ら
、
下
ザ
ク
セ
ン
の
み
な
ら
ず
、
エ
凡
ベ
以
東
の
ス
ラ
グ
地
方
へ
移
民
が
送
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
o

之
に
反
し
、

ブ
ラ
シ
ス
で
は
国
外
植
民
の
例
と
し
て
は
、
げ
ス
コ

1
-
一
ユ
か
ら
イ
ベ
リ
ア
半
島
へ
の
大
量
移
民
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
、
か
、
ふ
る
例
外
を
除
け
ば
ブ
ラ
シ
ス
で
は

概
し
て
内
国
植
民
の
性
格
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
相
具
に
も
拘
ら
ず
、
開
墾
運
動
の
根
底
に
横
た
わ
る
本
質
的
な
諸
要
因
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
に
何
よ
り
も
人
口
増
加
の
強
大
な
圧
力

に
よ
る
0

フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
も
ド
イ
ツ
に
於
什
て
も
到
る
処
で
地
万
円
晶
訟
が
行
わ
れ
、
且
つ
都
市
的
集
落
が
建
設
さ
れ
た
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。
農
民
層
に

於
け
る
人
口
、
過
剰
は
マ
シ
ス
1
7
1
7
エ
の
分
裂
を
結
果
し
、
土
地
領
、
玉
層
に
於
け
る
そ
れ
は
直
領
地
の
解
体
と
封
土
の
増
加
を
帰
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く

て
7

ル
リ
1

ス
ト
の
主
張
す
る
如
く
過
剰
人
口
の
課
題
に
関
す
る
限
り
、
領
、
玉
と
農
民
の
相
互
の
関
、
む
の
一
致
が
、
新
移
住
地
の
建
設
へ
と
両
者
を
志
向
さ
せ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
貨
幣
価
値
の
低
下
、
荘
園
庁
役
人
(
〈

E
o
-
-
2
E
a
q
E
S
叉
は
教
会
守
護
(
〈
C
間

F
2
2
h
m
)
の
越
権
、
消
費
生
活
の
拡
大
等
に

由
来
す
る
領
主
財
政
の
深
刻
な
危
機
が
、
之
に
対
す
る
収
入
増
加
の
方
策
と
し
て
、
領
主
を
領
内
森
林
そ
の
他
の
未
墾
地
部
分
の
開
墾
へ
と
か
り
た
て
た
こ
と
で

あ
る
。
領
主
は
そ
の
新
岡
地
に
移
民
を
紹
致
し
、
新
た
に
保
有
砲
を
叫
創
り
出
す
ヤ
」
と
に
よ
っ
て
地
代
激
を
増
大
さ
せ
よ
け
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
開
墾
は

「
荘
園
制
の
中
に
導
入
さ
れ
た
深
刻
な
愛
化
に
よ
っ
て
窮
乏
し
た
領
去
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
」
(
ベ
ラ

Y
)

の
で
あ
弘
o

実
際
に
は
し
ば
し
ば
新
村
建
設

の
主
導
権
は
、
聖
俗
両
領
主
の
共
通
の
契
約
に
よ
る
同
盟
、
即
ち
(
(
宮
江
指
名
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
o

こ
の
唱
耳
目
白
聞
の
の
性
格
は
時
と
共
に
異
な
る
。
グ
イ

パ
ロ
ワ
ツ
λ

オ
レ
は
「
一
一
世
紀
に
は
世
俗
領
主
が
土
地
を
与
え
、
修
道
院
が
そ
こ
に
安
全
を
保
一
詳
し
、
『
避
難
所
』

(
E
F
)
を
建
て
、
小
数
区
を
作
る
o
之
に
反
し
一
一
一
一
世

ヂ

ユ

ツ

ク

明

紀
に
は
修
道
院
が
む
し
ろ
土
地
を
提
供
し
、
王
叉
H

H

4

公
が
そ
こ
に
都
市
を
建
設
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
与
る
M
E
h
M
P
明
。
の
性
絡
の
受
化
は
中
世
後
期
の
政

治
史
の
上
に
輿
味
あ
る
課
題
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
四
三



一
四
闘

上
述
の
原
因
の
他
に
、
教
会
領
、
玉
、
王
叉
は
大
諸
侠
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
あ
る
。
即
ち
グ
レ
ゴ
リ
ア
シ
改
革
以
来
教
会
は
十
分
の
一
税

(
L
2
5
の
徴
収
権
を
奪
回
し
得
た
だ
庁
に
、
開
墾
事
業
に
積
極
的
に
な
り
、
一
層
多
く
の
収
益
を
そ
れ
か
ら
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
特
に
新
村
落
の
創
出

と
大
量
移
民
の
形
式
を
と
る
場
合
に
は
、
移
民
へ
の
前
貸
、
土
地
測
量
等
に
要
す
る
珂
な
り
の
資
本
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
資
産
の
あ
る
教
会
領

主
は
有
利
で
あ
っ
た
。
玉
又
は
大
詰
侠
及
び
大
修
道
院
長
が
植
民
事
業
に
有
し
た
特
殊
な
関
心
と
し
て
は
、
軍
事
的
防
衛
に
対
す
る
配
慮
、
治
法
確
保
へ
の
意
図

を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
南
部
の
英
仏
国
境
の
要
点
に
要
塞
化
さ
れ
た
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ
た
る
(
(
宮
邑
含
m

)

)

が
建
設
さ
れ
た
こ
と
、
カ
ペ

1
王
様

の
枢
要
部
と
な
っ
た
パ
リ
、
オ
ル
レ
ア
ジ
関
の
道
路
に
沿
っ
て
集
落
中
心
が
増
設
さ
れ
た
こ
と
等
は
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
諸
要
因
が
大
開
墾
運
動
の
背
景
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
運
動
の
進
展
に
伴
っ
て
、
あ
る
い
は
自
生
的
に
、

市

4
w
・ヌ

1
ず

・

あ
る
い
は
領
主
の
企
劃
の
下
に
設
立
さ
れ
た
新
集
落
の
構
造
的
特
質
の
考
察
に
移
ろ
う
。

註

ω
沼・∞』

c
n
r
-
F
S
S
E立
臥

E
F
】

ι・ロ・

同

F
E
-
-
H
V
-
E
-
C
M臼
-
F
E
p
z
m
乙
車
問
。

ω
宮
古
自
国
2
0ニ
。
広
田

5
0
ω
E由
5
5
E
S
F
E
g
L
Z
L
h
r
E
ι
ロ
ロ
ト
@
巴

PHob-ω

コロ
LZMHHe
まの】
o
s
s・
司

-
E
A
1
5
u
.

間
マ
シ
ス
1

7

1
フ
エ
の
分
袋
が
、
人
口
過
剰
の
一
一
帰
結
た
る
こ
と
は
吾
一
回
う
ま
で
も
な
い
が
、
直
接
的
に
は
、
そ
れ
が
犬
家
族
共
同
体
の
解
体
の
結
栄
に

よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
は
家
内
奴
隷
の
保
有
農
へ
の
上
昇
・
独
立
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
現
在
中
世
史
学
界
の
興
味
あ
る
一
論
点
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
秋
農
奴
解
放
を
め
ぐ
る
諸
学
説
」
(
「
北
大
史
学
」
第
三
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

削

H
2
5
5
2
Y
F
E
E
t目
白
色

mfs-2・
3
怠
・
可

-HUM-E5・

閉

め

r・
何
・
ヲ
Z
E
-
-司・

5JMι
・阿部・

川

W
M
M・
5
争
回
目
立

E
E
a
z
L
2
Z
E
E
-
-
E
m
唱
。

EZSZ2
己
主
E
S
E
-
2
ω
《
同

O
F
F
E
R
ナ
ロ
-gq∞-Hi-HglH白・

的
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
戸
∞

F
L
E
の

F
E
S
E
E
-
2
2
7
広田

r
S
E
E
S
E
S
司

E
目
S
E
E
S
g
b開
P
E
2・
Hι・
MM4・

HYMN唱
・
回

-M-
参
照

刷

F
m
z
p
a
に
つ
い
て
は
、
最
近
注
目
す
べ
き
論
文
が
出
て
い
る
。
宮
・
。
母
国
号
∞

ω出・回目白
E
E
Y
D
)
E
E
0
2
2
2
E
2臥
g
r
ω
E
E
L
S

告

∞

aL・。
5
2
2自
己
2
跡。

s
c
E
F
F巳
品
目

F
C
Z
F
E
S
-
E
S
可
-M斗∞
|
N∞
5
2・
自
由
。
5
2・
F
E
ι
o
m
E
F
Sま
5
p
o



Z
2
3
〉
間

P
E
a
-
同
-
己
〈
・
同

M'HHU--HUH-)
等

倒

玄

-
E。白
y
。同)・

5
・
H
V
・
5
及
び

2
8内
r
p
ロ・

ニ
、
グ
イ

Y
・

ヌ

I
ず
の
定
住
形
態

先
ず
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ
が
、
ガ
ロ
・
ロ
ー
マ
及
び
フ
ラ
シ
グ
時
代
の
ず
イ
テ
と
区
別
さ
れ
る
所
以
を
地
名
学
的
視
点
か
ら
概
観
し
て
お
こ
う
o
こ
の
点
に
つ
い

て
R
・
デ
イ
オ

V
J
B
E
E
)
の
歴
史
地
理
的
研
究
は
極
め
て
一
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ブ
ラ

ν
ス
新
村
落
の
地
名
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

第
一
に
開
墾
の
事
実
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
。
例
え
ば

F
・
FEZ--bωFEE--9・
ms
等
の
村
落
。

第
二
に
建
設
期
の
新
ら
し
さ
に
由
来
す
る
も
の
。
例
え
ば

z
g
z
F
-
F
ヨ
-
}
8
2
2
等
。
時
に
は
領
主
の
性
質
を
あ
ら
わ
す
限
定
語
が
之
に
附
加
さ
れ

る
。
例
え
ば
〈

Eggs---〉
EZdEgo-

第
三
に
移
民
者
に
対
す
る
貢
租
の
免
除
を
あ
ら
わ
す
も
の
。
例
え
ば

F
B
&
2
5
P
J
E
-
-
&
Z
E
r
e
等。

第
四
に
村
落
共
同
体
の
保
護
主
が
教
会
で
あ
る
こ
と
を
一
部
す
も
の
。
し
ば
し
ば
土
地
領
主
は
村
落
か
ら
距
っ
た
土
地
に
居
住
す
る
不
在
地
主
で
あ
り
、
中
世
前

期
の
大
土
地
所
有
者
の
よ
う
に
村
落
の
直
接
の
保
護
主
で
は
な
く
、
村
民
は
神

1
教
会
に
保
護
者
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
多
く
の

E
百
円
の
名
を
冠
す
る
村
務
が

そ
れ
で
あ
る
。

援
す第
る五
野に
菜定
畑往
かの
ら構
。成

例要
F 素
&l vこ
。南
口 説ふ

を;す:
ぷる
戸も
g の

0 

2智
正4 ③
宅
地
の
集
団
カミ
ら。
例

F
O切
口
MmmEdqmwpF⑦
m
V
画。
-
F
円。
ω
の。
2
0♂
]
『
出
ω
の
}
M
R
S
E
M
E

⑧
住
居
に
隣

@
宅
地
を
と
り
ま
く
図
儲
か
ら
。

例
同

h
P
E
E
S
S
F
F
2
2
F
H出
回

MEM-T

司目。ロ
-nr・
-
h
E
c
a
等
。

以
上
の
よ
う
な
地
名
は
何
れ
も
新
村
の
特
質
を
分
有
し
て
い
る
が
、
特
に
第
五
の
ケ

1
ス
は
新
村
の
移
民
の
生
活
的
関
心
の
端
的
な
表
現
で
あ
り
、

hJ-
を
ガ

ロ
-
P
1
マ
乃
至
フ
ラ

ν
グ
時
代
起
源
の
村
落
名
が
大
土
地
所
有
者
の
姓
名
に
由
来
す
る
こ
と
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ

H
。

一一間五



一
四
六

次
に
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ
の
定
住
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
之
に
つ
い
て
は
先
ず
森
林
地
方
に
設
立
さ
れ
た
特
色
的
村
落
定
住
形
態
と
し
て
の
「
街
路
型
村

溶
」
(
〈
告
白
出
⑦

2
5
m
)
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
型
の
村
落
は
、
例
え
ば
プ
戸
ツ
グ
の
指
摘
し
た

4
r
貯金
ω与
。
地
方
の
回
己

mar-E・巴
2
5
村
務
の
如
く
、
家
及
び

囲
鶴
さ
れ
た
宅
地
が
新
た
に
開
発
せ
ら
れ
た
道
路
に
、
沿
っ
て
列
状
に
並
び
、
耕
地
が
こ
の
、
王
軸
に
沿
っ
て
魚
の
骨
の
よ
う
に
伸
び
て
い
る
。
叉
ノ
ル
マ

Y
デ
イ
地

方
の
〉

T
H
E
E
大
森
林
の
中
に
ル
1
ア
シ
の
司
弔
よ
っ
て
長
い
道
路
の
両
側
に
設
立
さ
れ
た
諸
村
落

1
2止と
-25m巳
F
3
2
2
2

及
び

i
g
E
Z
B
-
2・L
・
と
な
司
自
。
見
|
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
型
の
村
落
は
ド
イ
ツ
の
東
部
植
民
地
方
に
数
多
く
見
出
さ
れ
、
移
民
者
の
割
当
地
は
し
ば
し
ば
通
例
の
7

1
フ
エ
の
二
倍
に
当
る
「
国
王
フ

1

7
エ」

{
列
。
包
間

L
E
F
E
8
2
2
2
3
の
面
積
に
達
し
た
と
言
わ
れ
る
o
'
|
|
い
わ
ゆ
る
(
(
」
F
E
Yえ
S
L
?同
2))
。
。
へ
ラ
U
J

は
フ
ラ

ν
ス
に
於
て
も
森
林
に
設
立
さ

れ
た
村
落
の
大
部
分
は
こ
の
型
に
属
し
「
家
は
道
路
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
、
各
家
の
背
後
に
野
菜
畑
と
耕
地
が
伸
び
、
そ
れ
等
は
移
民
の
初
源
的
割
当
分
を
構
成

す
る
。
メ
の
割
当
地
は
そ
れ
故
一
か
た
ま
り
を
な
し
、
そ
の
結
呆
古
い
村
滋
共
同
体
的
規
制

(g目
可
包

2
2
2
F
E
Z
ω
L
E
z
-
-
s
m
g
S丘
gm)
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
旬
。
然
し
デ
イ
オ
シ
に
よ
れ
ば
、
こ
向
型
の
村
落
は
中
世
末
期
以
後
の
開
墾
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
当
面
の
大
聞
か
ら
免
れ
墾
時

代
に
於
て
は
倫
稀
で
あ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

こ
与
で
我
々
は
一
一
l
l
一
一
一
一
枇
紀
の
新
村
の
発
展
に
対
す
る
阻
害
的
な
地
巡
的
条
件
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
長
い
間
未
耕
地
叉
は
森
林
地
帯

と
し
て
期
閉
ま
っ
て
い
た
地
方
の
土
援
の
性
質
、
並
び
に
そ
れ
に
基
づ
く
農
業
労
働
の
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
石
川
仇
質
を
欠
如
し
た
一
小
彦
透
性
の
粘
土

質
土
壌
の
条
件
の
下
で
は
沼
沢
が
多
く
、
叉
雨
期
に
は
道
は
ぬ
か
る
み
と
な
り
、
耕
刑
革
連
斎
や
車
が
家
と
耕
地
の
間
を
往
復
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
o
叉
耕
作

労
働
に
適
し
た
時
期
が
少
く
、
雨
が
降
れ
ば
畑
は
泥
海
と
化
し
農
日
れ
は
用
を
な
さ
ず
、
晴
天
の
暑
い
日
が
続
け
ば
畑
の
表
面
は
乾
燥
し
、
土
塊
は
煉
瓦
の
よ
う
に

凝
縮
し
て
鋤
を
拒
絶
す
る
。
か
L

る
条
件
の
下
で
は
家
と
耕
地
と
の
聞
の
距
離
を
出
来
る
だ
け
短
縮
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
村
落
や
耕
地
も
小
規
模
な

も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
時
代
森
林
地
方
に
設
立
さ
れ
た
移
住
地
の
多
く
が
「
散
問
定
住
」

(
F
E
E
d
)
の
域
を
出
な
か
っ
た
こ
と
は
、
農
民
が
住
居

に
近
接
し
た
畑
を
耕
作
せ
ざ
る
を
得
ず
、
従
っ
て
可
成
り
の
村
落
人
口
を
定
住
せ
し
め
る
た
け
の
大
耕
地
面
積
を
形
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
に
よ

る
o
例
え
ば
ロ
レ

1

1
地
方
の
湿
潤
地
帯
の
散
居
式
小
村
は
、
そ
の
不
法
透
性
土
援
が
、
ガ
ロ
・
ロ
ー
マ
時
代
末
湖
及
び
ブ
ラ
シ
グ
の
時
代
を
通
じ
て
農
耕
適
地

に
建
設
さ
れ
た
村
落
に
見
ら
れ
る
如
き
、
よ
り
大
な
る
経
営
単
位
に
よ
る
付
洛
定
住
が
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。



と
こ
ろ
で
開
墾
時
代
末
期
以
来
、
上
ノ
ル
マ
シ
デ
イ
高
原
に
於
い
て
、
珪
石
粘
土
の
重
い
不
透
透
性
土
壌
に
適
合
し
た
定
住
を
行
う
た
め
の
注
目
す
べ
き
努
力

が
見
ら
れ
た
。
即
ち
「
一
三
世
紀
に
こ
の
高
原
の
大
森
林
の
中
に
開
墾
地
が
拓
か
れ
、
そ
こ
に
領
主
が
定
住
せ
し
め
た
農
民
の
移
住
地
は
殆
ん
ど
無
限
に
開
墾
を

増
大
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
計
画
に
従
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
而
も
そ
れ
は
家
と
畑
を
決
し
て
距
て
る
こ
と
な
く
、
耕
作
に
関
す
泊
相
互
扶
助
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
小
農
に
と
っ
て
、
常
に
不
可
欠
な
隣
人
関
係
を
、
住
民
の
間
に
不
可
能
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
ハ
デ
イ
オ
シ
)
の
で
あ
刷
。
か
L

る
も
の
が
正
し
く
前

述
の
街
路
型
村
落
に
他
な
ら
な
い
。

然
し
す
べ
て
の
新
村
が
こ
の
よ
う
な
立
地
条
件
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
不
濠
透
性
地
方
に
於
て
さ
え
も
、
土
地
の
起
伏
が
耕
地
の

自
然
的
排
水
を
容
易
に
し
得
た
場
合
、
土
地
改
良
事
業
が
陸
土
質
土
一
援
に
石
氏
質
土
一
壊
の
性
秘
を
与
え
得
た
場
合
に
は
、
よ
り
コ
ム
パ
グ
ト
な
よ
り
大
な
る
村
落

へ
と
発
展
し
、
よ
り
大
面
積
の
耕
地
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
1
ス
、
ピ
カ
ル
デ
イ
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
共
同
体
的
利
川
に
適
す
る
耕
地
構
成

を
可
能
に
し
得
た
の
で
あ
る
o
例
え
ば
囲
横
地
帯
で
あ
る
プ
ル
タ
1

ニ
ユ
に
於
て
さ
え
、
ポ

γ
ト
シ
ヤ
ト
オ

(
F
Z
ο
r
h
k
g三
地
方
は
一
八
世
紀
ま
で
共
同
体
規

制
に
服
し
て
い
た
0

7

ラ
シ
ス
に
於
い
て
は
、
恐
ら
く
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
地
方
と
同
様
に
、
一
一

l
一
一
二
世
紀
の
大
開
墾
に
よ
る
内
国
植
民
で
建
設
さ
れ

た
新
村
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
村
落
式
定
住
を
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
村
落
式
定
住
は
、
土
一
撲
の
条
件
さ
え
改
善
さ
れ
る
な
ら
ば
、
到
る
処
に
拡

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
卓
唱
え
て
よ
い
。

そ
こ
で
我
々
は
村
落
式
定
住
の
具
体
的
形
態
の
一
例
と
し
て
、
フ
ル
リ
1
ス
ト
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
二
世
紀
三
一
八

O
年
)
の
ノ

1
ル
地
方
の
グ

V

4

F

 

イ
ル
・
ヌ
ー
グ
た
る
フ
オ
レ
ス
ト
(
司
2
2こ
に
つ
い
て
み
よ
う
。
先
ず
こ
の
村
落
の
中
央
に
は
回
目
白
o
E己
件
道
路
に
よ
っ
て
質
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
市
街
地
」

が
あ
り
、
そ
れ
は
四
角
に
街
路
に
よ
っ
て
区
劃
さ
れ
て
お
り
、
街
路
に
面
し
て
農
民
の
「
宅
地
」

(gz豆
一
切
)
|
|
家
と
そ
の
附
属
地
ー
ー
が
間
列
さ
れ
る
。
市
街

地
の
中
心
に
は
「
公
共
的
広
場
」
ま
言
。
苦
-
L
仙
台
。
)
及
び
教
会
と
二
つ
の
水
飼
い
場

S
F
2
5…
勺
)
が
あ
り
、
市
街
地
の
外
縁
に
は
「
共
同
地
」

(BEES-P)

バ

戸

セ

ル

ぴ

が
あ
る
。
市
街
地
の
周
囲
に
は
共
同
耕
地
が
拡
が
り
、
そ
こ
に
は
農
民
の
地
条
が
分
散
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ツ
グ
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
碁
盤
縞
状
の
村
落

{ア
)
J

グ
ド
ッ
グ
の
多
く
の

(
(
r
p
E
己
主
)
等
は
、
こ
の
櫨
の
密
集
村
ザ
絡
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

-

i
例
え
ば
ブ
リ
イ
地
方
の
さ
一

3
2
2・
F
P
E
P

こ
の
型
の
新
村
の
基
本
的
構
成
要
素
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
即
ち
、
仙
市
街
地

l
宅
地
の
コ
ン
パ
グ
ト
な
集
合
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
宅
地
は
、
住
居

(
L
c
gロ
P
Z
F
Oお
よ
E
E
E
E
E問
。
)
と
野
菜
・
果
樹
等
の
栽
培
地
(
「
。
HEm-
号。

P
町

E
S
E
2
5
p
z
z
a
z
E
)
に
あ
て
ら
れ
、
囲
畿
さ
れ
て
レ
る
。

国
七



一
四
八

凶
大
き
く
ま
と
ま
っ
た
若
干
数
の
共
同
耕
地
合
S
E
E
m
-
g
E
E⑦
)
1之
は
移
民
に
細
分
割
さ
れ
る
つ
乃
至
数
パ
ル
セ
ル
)
。
各
割
当
分
は
概
ね
零
細
で
、
こ

の
こ
と
は
新
村
の
建
設
の
主
た
る
目
的
が
植
民
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。

グ
イ
ル
・
買
1
グ
の
今
一
つ
の
特
殊
な
定
住
形
態
と
し
て
、
主
と
し
て
シ
ト
1
派
修
道
院
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

((mF認
さ
を
中
心
と
す
る
村
落
が
あ
る
。

当
時
間
}
自
問
。
ハ
穀
物
倉
)
は
今
日
の
そ
れ
よ
り
広
義
に
用
い
ら
れ
、
農
場
経
営
に
必
要
な
建
物
全
体
を
指
し
て
い
た
。
サ

ν
・
ヤ
ヨ
プ

(
F
Z
乙
2cV)
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
一
一
五
五
年
頃
ポ
シ
テ
ィ
ュ
イ

(
F
E官
三
の
修
道
僧
は
法
王
ア
ド
日
ア
ジ
辛
子
ヒ
ロ
)
四
世
か
ら
同
修
道
院
に
属
す
る
札
自
由
。
の
各
々
の
周
囲

ワ
ウ

半
星
の
圏
内
に
、
如
何
な
る
者
も
彼
等
の
許
可
な
し
に
家
を
建
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
特
権
を
得
た
。
彼
等
は
か
う
し
て
各
広
告
唱
の
周
囲
三

0
0
0

ヘ
グ
タ
ー
ル
の
土
地
を
確
保
し
た
。
こ
与
に
誘
致
さ
れ
た
移
民
の
数
が
増
大
し
た
時
、
区
自
由
。
を
中
心
に
時
由
形
に
群
居
す
る
コ
ム
パ
グ
ト
な
村
落
が
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
り
、

さ
れ
刷
。
叉
プ
ロ
ツ
グ
は
、
現
在
7

ラ
シ
ス
各
地
に
見
ら
れ
る
村
落
か
ら
若
手
離
れ
た
大
農
場
は
、
富
絡
な
開
墾
企
業
者
に
よ
っ
て
こ
の
間
一
自
由
。
を
模
倣
し
て

勾

建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

出
}
自
由
。
に
附
属
す
る
可
成
り
広
い
農
地
は
ほ
X

今
日
の
村
落
の
境
界
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
型
の
村
落
は
ブ
ル
ゴ

1

ニ
ユ
地
方
に
数
多
く
見
出

以
上
に
よ
り
大
開
墾
時
代
の
新
村
の
定
住
形
態
は
し
ば
し
ば
立
地
上
の
制
約
か
ら
、
散
日
出
{
定
住
乃
至
は
小
規
模
農
民
集
務
の
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

が
、
事
情
の
-
許
す
限
り
は
古
い
時
代
の
村
落
式
定
住
に
類
似
の
コ
ム
パ
グ
ト
な
構
成
を
と
ろ
う
と
し
た
こ
と
、
特
に
土
壌
の
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

村
落
規
模
に
於
い
て
も
殆
ん
ど
古
い
村
溶
と
異
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
一
般
に
グ
イ
ル
・
ヌ
1
ず
を
古
い
起
源
の
村
落
か
ら
区
別
す
る
も

の
は
定
住
形
態
以
外
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

設

ω
同

州

・

己

目

CHM-F
宮
2
L
O
F
凹

hcmg阿佐
0
2
2
F
号

5
5
2円
O
P
E
-、
2
Z
E江
S
L
o
-
-
Z
E
E
E
Z
-
E
F
g
E
F
E
E
t

(
E
r
z
E己
記

g
L
O
E
F
E
ま
?
の
b
a
Eち
な

L
o
r
-
-
3
S怠
)
阿
川
-
Z
I
N
C

同
ガ
ロ
・
ロ
ー
マ
起
源
の
村
落
名
は
大
土
地
所
有
者
の
姓
名
か
ら
由
来
し
た
。
例
え
ば
と
E
E
m
(大
土
地
所
有
者
名

)
L
K
E
E
2
5
(荘
園
名
〉
↓

〉
ロ
ゲ
夜
ロ
『
(
村
溶
名
)
E
r
g
s↓
F
E
E
S
E↓
∞
E
-開
5
・

E
2
5↓
町

Z
1
2
5↓
E
Eミ
等
。

7
-ア

Y
グ
時
代
の
起
源
の
村
務
名
は
土
地
所
有
者
の

姓
名
の
所
有
絡
に
三

F
叉
は

g
ユ
E
の
語
尾
が
附
加
さ
れ
る
。
例
え
ば
問
。
NC↓
F
N
2
2
忌
宮
↓
回

2
8
Zぐ
に
】

3
F
-
L
2
Z↓
F
E
E
E
の
GHHHU↓

∞E
母
2
2円
?
等
(
同
一

E
P‘
句
・
N
A
V
)



間
冨
・
回

-sy
。同}・

1
F

同M
M
C
-

一次び

-vF

阿
倍
、
デ
イ
オ
シ
に
よ
れ
ば
、
チ
エ
ラ
1
シ
ユ
地
方
の
村
落
は
し
ば
し
ば

((EO))
と
い
う
言
援
を
と
っ
て

い
る
|
|
l
F俗
図
z
o
Z
2
4
P
F
"
m
E
0
4
2
E
P
F白
河

口

o
E
2
2
5
。Q
E
L
-
-
H
M・
u
g

川

間

の

F・・開・

HM2江
田
・
。
ヲ

S
・吋

-
Z叶・

間
岡
山
巴

Z
P
。同
y
a
?
"
可
-
h
w
m
w

ω
E
L
-
-
司・

U
N
1
2・

的

EA同J
-
ι
・ω色

刷
冨
・
出
r
d
y
c唱
-
S
J
】

V

・
2
・

ω

F
・〈
ZEmmy
。司・

aHJ
勺

-
H
g
l
E叶
・
及
び
立
告
の
r
F

附

玄

-
E
S
Y
毛・

2
・
-v
・AWig-

凶
阿
川
・
《
同
o
F
E
F
E
r
-
E邑
2

2
『

-
.
8
a
o
E
5
2
2
5ロ
E
E臥

E
E
F
g
w
E
H問。回目。・

E
S
E
-
2
含
国
宝
日
間

CRMM3F
出
口
'
H
E
H
)

附

冨

-gcor-
毛
-
a
f
司

-
E
l
z
-

四
、
グ
イ

Y

・
ヌ

i
ず
の
社
会
・
経
済
的
意
義

グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ
の
社
会
的
経
済
的
特
質
は
、
一

O
世
紀
以
降
の
農
村
経
済
の
発
展
に
関
す
る
一
般
的
プ
ラ

Y
の
上
に
跡
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ

イ
ル
・

1

1
グ
は
こ
の
発
展
の
最
も
端
的
な
諸
性
絡
を
有
し
、
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
世
後
期
村
落
の
先
駆
的
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

先
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
先
に
引
用
し
た
フ
オ
レ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
新
村
の
中
心
部
に
お
け
る
公
共
的
広
場
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
市
、
乃
至
市
場

の
敷
地
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
フ
ル
リ
1

ス
ト
の
指
摘
し
て
い
る
一
二
世
紀
の
グ
イ
ル
・

1
1
4
γ
(
一
一
入

O
年
)
に
関
す
る
史
料
は
、
こ
の
こ

と
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ

は

恐

冨

F
E
修
道
院
の
「
寄
進
地
」

(LS)
の
中
の
領
地
に
建
設
せ
ら
れ
『
居
住
並
ピ
エ
住
居
ノ
タ
メ

ニ
』
虫
色

E
Z
S
E
C
E
Z
L
E
E
s
a
5
2
E
L
Z
E
)
)
あ
て
ら
れ
た
部
分
は
、
幅
て
奥
行
一

O
Oピ
エ

(zaω)
の
帯
状
地
に
つ
き
、
一
ド
ニ
エ
の
地
代
を

支
払
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
領
地
の
一
部
は
耕
作
に
留
保
さ
れ
た
。
そ
し
て
村
落
の
『
真
中

-7』

((220
山口

S
O
L
S
)
二
ジ
ユ
ル
ノ

1

二

S
E
E
M
C
(凡
そ
六

五
ア
ー
ル
)
の
土
地
が
『
市
』

(325M))
の
敷
地
に
、

『
市
場
』

((LCEGCF))
の
建
設
に
、
並
び
に
そ
の
『
周
辺

-7』

百

合

同

町

EEM))
四
つ
の
(
(
古
色
))Ill-

一
四
九



一一
1
0

3
5
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
場
合
「
街
路
」
(
円
宮
)
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
か
な
り
古
く
か
ら
荘
園
及
び
中
世
都
市
の
中
に
見
出
さ
叫
る
1
1
の
建
設
に

あ
て
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
四
辺
形
の
「
公
共
的
広
場
」
が
整
然
と
作
り
出
さ
れ
、
そ
の
四
阿
川
は
農
民
の
相
接
し
た
宅
地
で
と
り
ま
か
れ
て
い
た
。

か
L

ふ
る
例
は
既
に
一
一
世
紀
初
頭
の
よ
り
古
い
ず
イ
ル
・

1

1
ず
に
も
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
パ
リ
司
教

p
d
E
E
(九
九
二

l
一
O
二
O
)
に
よ
っ
て

の
忠
巴
宮
の
森
に
建
設
さ
れ
た
ず
イ
ル
・
ヌ
1
グ
(
出
。
∞
唱
の
創
立
・
含
〈
S
L
O
E
C
)、
ア
シ
ジ
ウ
伯
『
g
z
z
o
Z号
E
に
よ
っ
て

F
E
}
2
z
修
道
院
の
傍
に

建
設
さ
れ
た
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ

(
H
O
C
H
-凶
阿

S
Z唱
者
rm)

等
に
於
い
て
も
、
市
場
の
設
置
が
確
認
さ
れ
る
。

か
L
る
市
場
の
存
在
は
必
ず
し
も
ヴ
イ
ル
・

1

1
ず
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
嘗
て
ピ
レ
シ
ヌ
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ
た
よ
う
に
、
手
工
業
と
商
業
は
カ
ロ

リ
シ
グ
時
代
に
決
し
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
キ
グ
イ
タ
ス
所
在
地
は
も
と
よ
り
、
村
落
に
於
い
て
も
年
市
と
週
聞
は
し
ば
し
ば
存
続
し
、
全
ブ
ラ

シ
グ
時
代
及
び
後
期
中
併
の
初
頭
を
通
じ
て
否
認
B
Z
2
2
)
)
や

(
(
E
2
2
Z耳
切
)
)
は
史
料
に
あ
ら
わ
れ
つ

x
け
た
の
で
あ
る
。
更
に
一

O
陀
紀
以
来
「
荘
園

市
場
」

(
E
S
B広

3
間号
Z
Z
白
一
)
は
公
権
力
の
あ
ら
ゆ
る
干
渉
を
排
し
た
純
粋
に
農
村
的
な
経
済
組
織
の
通
例
的
事
実
と
さ
え
宥
倣
さ
れ
て
い
た
。

か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
週
市
は
急
速
に
矯
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
的
理
由
は
、
急
激
な
人
口
矯
加
、
小
規
模
保
有
の
増
大
に
帰
せ
ら
れ
る
。
何
故
な

ら
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
農
業
外
生
業
の
必
要
を
、
従
っ
て
社
会
的
分
業
の
発
展
を
導
き
、
地
方
的
交
換
経
演
を
一
周
促
進
さ
せ
る
か
ら
で
あ
刷
。
我
々
は
そ
こ

に
グ
イ
ル
・
ヌ

1
グ
の
発
展
を
促
し
た
の
と
同
一
の
社
会
的
経
，
km的
原
因
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

右
の
よ
う
な
地
方
的
上
局
地
内
市
場
閣
の
成
立
を
志
向
す
る
グ
イ
ル
・
1

1
グ
の
特
質
と
関
連
し
て
、
移
住
農
民
の
土
地
保
有
規
模
の
零
細
性
が
特
に
注
目
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ル
リ
1
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
母
国
て
の
標
準
的
マ
シ
ス
は
一

o
t二
O
ヘ
グ
タ
1
凡
で
農
民
の
大
家
族
共
同
体
の
必
要
を
容
易
に
満
し
得
た

の
に
反
し
、
移
民
の
新
保
有
地

5
3
2
2は
概
ね
一
ヘ
グ
タ
ー
ル
未
満
で
あ
っ
弘
叉
セ
エ
に
よ
れ
ば
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
、
新
保
有
地

9
c
m
Z
)
の
多
く
は
さ
ア
ル
シ
パ
シ
、
乃
至
は
単
に
一
ア
ル
パ
シ
し
か
含
ま
な
い
」
と
さ
れ
も
更
に
メ
l

ヌ

{
F
Zで
は

R
・
ラ
ト
ウ

1
シ
ユ

{FE--

今

r
d
'
の
詳
細
な
報
告
に
よ
れ
ば
、
耕
地
と
し
て
は
半
ア
ル
パ
ン
ハ
六
・
五
ア
ー
ル
)
野
菜
畑
の
面
積
を
併
せ
て
も
一

0
ア
ー
ル
程
度
の
極
め
て
零
細
な
も
の
で

あ
る
。

一O
世
紀

人
口
増
加
と
マ
シ
ス
1
7
1
7
エ
の
分
裂
に
よ
っ
て
、
保
有
地
の
零
細
化
は
日
村
溶
内
部
で
も
進
み
つ
ふ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
新
村
の
か
与
る
零
細
保
有
地

の
増
大
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
、
過
小
開
設
の
農
民
諸
階
層
に
占
め
る
数
的
比
重
の
圧
倒
的
大
き
さ
は
、
当
時
の
生
産
力
の
発
展
を
考
慮
に
入
れ
て
も
農
村
経
演
の



上
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
れ
o

却
ち
第
一
に
之
等
の
過
小
農
は
日
雇
化
し
、
或
い
は
富
農
の
下
に
農
業
労
働
の
機
会
を
、
或
い
は
小
規
模
手
工

業
そ
の
他
の
農
業
外
営
業
に
補
助
収
入
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
社
会
的
分
業
は
一
一
層
推
し
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
o
第
二
に
過
小
震
の
生
活
に
と

っ
て
、
或
い
は
市
や
市
場
、
或
い
は
水
草
、
筒
、
援
狩
器
、
圧
搾
器
|
|
い
わ
ゆ
る

((EE--品
)
)
.
或
い
は
森
林
、
牧
草
地
等
の
共
同
問
益
、
等
の
「
利
便
」

zzzzzm)
は
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。

市
や
市
場
の
利
用
権
は
社
会
的
分
業
及
び
局
地
内
交
換
経
済
の
発
展
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は
先
に
述
べ
た

o
Z
E
-
-志
の
普
及
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
王
張
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
領
主
権
力
の
拡
大
・
再
編
成
、
即
ち
「
罰
令
権
」

2
2
2
円
古
宮
口
)
に
基
づ
く

((HW23関口。
2
3ご
)
の
成
立
と
の
関
連
が

問
題
に
な
る
が
、
こ
L

で
は
そ
の
原
因
を
過
小
震
が
7
-
7
Y
グ
時
代
の
げ
シ
ス
ス
保
有
長
以
上
に
自
ら
粉
挽
き
水
車
、
葡
萄
酒
の
圧
搾
器
、
パ
シ
焼
簡
を
設
置
出

来
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
求
め
る
プ
ル
リ
1
ス
ト
の
見
解
を
重
視
し
た
い
。
な
か
ん
ず
く
重
要
な
の
は
共
同
用
益
権
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
飼
去
に
よ
る
生
産

規
制
と
し
て
利
用
さ
れ
た
反
菌
、
過
小
震
の
経
演
生
活
を
補
う
不
可
欠
の
手
段
で
あ
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は
農
民
の
相
互
扶
助
と
共
同
体
と
し
て
の
団
結
を
強
め

こ
の
中
、

る
契
機
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
領
、
正
に
よ
る
生
産
統
制
の
意
図
は
何
よ
り
も
三
園
制
に
基
づ
く
耕
作
強
制
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は

領
主
が
何
よ
り
も
望
む
収
益
の
規
則
性
を
確
保
す
る
の
に
最
も
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
L

る
例
は
三
二
ご

(U1の
カ
ム
ブ
レ
(
の
き
を
と
)
の
一

教
会
領
に
見
ら
れ
、
デ
イ
オ
y
に
よ
れ
ば
、
少
く
も
パ
リ
盆
地
の
北
部
で
は
そ
の
時
以
来
到
る
処
で
こ
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。
但
し
こ
の
制
度
は
、
そ
れ
に
適

し
た
地
方
で
も
す
べ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
叉
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
処
で
も
一
八
世
紀
の
ロ
レ

1
ヌ
地
方
に
見
ら
れ
る
如
き
完
枕
し
た
状
態
に
は
達

し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
ボ
1
ス
・
ピ
カ
ル
デ
イ
聞
の
地
方
に
於
で
さ
え
も
、
二
二
・
回
世
紀
に
コ
一
圃
制
は
到
る
処
で
行
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

之
に
反
し
、
農
民
的
志
向
か
ら
は
、
慣
習
法

(
2
5
5百
)
に
よ
る
領
、
王
的
怒
意
の
規
制
、
即
ち
村
洛
慣
行
日
日
村
法
の
確
立
に
最
大
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
。

何
故
な
ら
そ
こ
に
農
民
の
逃
亡
以
外
に
は
何
も
の
も
怖
れ
な
か
っ
た
領
主
に
対
す
る
安
全
の
保
証
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
ガ

ザ
イ
ラ

1
5
ユ

ロ
-
P
1
マ
以
来
大
所
有
地

1
荘
園
を
意
味
し
て
い
た
グ
イ
ラ
が
「
村
溶
共
同
体
」
の
同
義
誇
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
領
主

対
農
民
関
係
を
地
代
の
条
件
を
中
心
に
し
て
検
討
し
よ
う
。

新
保
有
地
に
課
せ
ら
れ
た
地
代
は
一
般
に
サ
シ
ス

(2E)
と
呼
ば
れ
る
が
、
時
に
は
古
い
荘
園
制
地
代
と
区
別
し
て
円
2
2
E
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一五



一五

そ
れ
は
、

ω宅
地
と
耕
地
を
一
緒
に
し
て
貨
幣
又
は
現
物
の
固
定
地
代

(
2
5
5
)
を
支
払
う
場
合
と
、
凶
宅
地
に
関
し
て
は
貨
幣
地
代

(
2
5
r
一二
2
2
5
5

耕
地
に
関
し
て
は
収
穫
一
定
割
合
の
現
物
地
代
(
宮
町
E
m
E
E
問。べ宮田

EE}
を
支
払
う
場
合
と
が
あ
る
。
そ
の
最
大
の
特
色
は
、
第
一
に
、

地
区
劃
叉
は
面
積
単
位
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
地
代
額
が
固
定
さ
れ
旦
極
め
て
軽
微
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

課
税
の
規
準
が
土

例
え
ば
ノ
1
ト
ル
・
ダ
1
ム
・
ド
・
パ
リ
の
多
く
の
荘
園
で
は
、
移
民
は
ア
ル
パ
シ
当
り
四
ド
ェ
ェ
、
同
一
地
方
の
他
の
荘
園
で
は
六
ド
ニ
エ
で
あ
る
。
叉
ナ

ミ
ユ
1

凡
一
地
方
で
も
、
一
一
一
一
一
一
一
年
、
サ
シ
・
オ
1
パ
シ
・
ド
・
十
ミ
ユ
1
ル

G
E
E
-〉
C
Z
5
p
z
E
E
Z
寺
院
は
呂
55ω
の
森
林
の
開
拓
民
に
、
ボ
ニ

エ
当
り
五
ド
エ
エ
と
一
カ
ポ
シ
の
サ
ン
ス
し
か
課
し
て
い
な
い
。
平
均
し
て
け
ミ
ユ

1

凡
地
方
の
新
保
有
地
の
ザ
ジ
ス
は
二

t
入
ド
-
一
エ
で
あ
る
o
叉
収
穫
一
定
割

合
の
現
物
地
代

E
E
E宮
ベ
「
言
耳
品
。
)
は
、
ナ
ミ
ユ

1

ル
地
方
で
ぷ
1
1
2立
、
フ
ラ
シ
ス
全
体
に
関
す
る
一
般
的
数
字
と
し
て
は
、
セ
エ
に
よ
れ
ば
1

一切

1
1日

ぺ
ラ
シ
は
之
よ
り
や
L

高
い
比
率
+
1
1日
と
い
う
数
字
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
新
保
有
地
の
地
代
条
件
は
、
旧
来
の
マ

Y

ス
ス
保
有
地
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
ジ
エ
ニ
コ
ー
に
よ
れ
ば
分
裂
マ
シ
ス
の
そ

れ
と
も
、
そ
の
負
担
の
軽
微
性
に
於
い
て
区
別
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
o
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
必
要
な
(
(
ロ
伸
長
官
同
2))
を
計
算
に
入
れ
て
も
、

向
生
活
す

る
に
不
充
分
で
あ
っ
た
新
保
有
地
の
極
度
の
零
細
性
と
関
連
す
る
。
新
保
有
長

l
移
民
は
狭
義
の
地
代
に
限
ら
ず
、
土
地
領
主
に
対
す
る
彼
等
の
諸
々
の
負
担

(
賦
役
、
タ
イ
ュ
、
市
場
税
、
人
頭
税
、
死
亡
税
い
宿
営
税
等
々
)
の
軽
減
乃
至
固
定
化
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
生
活
様
式
(
(
自
主

E
i
z
E
C
)
全
体
を
領
主
的

懇
意
か
ら
防
衛
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
散
居
定
住
の
場
合
に
も
村
落
定
住
の
場
合
に
も
臭
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
必
要
を
具

体
化
す
る
手
段
こ
そ
、
{
(
官
。
ZE))
と
呼
ば
れ
る
契
約
だ
っ
た
の
で
あ
る
o

ま
さ
に
植
民
事
業
は
「
移
民
と
領
主
の
利
益
の
均
衡
」
な
し
に
は
成
功
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
中
世
に
於
け
る
「
法
」
?
と
制
定
の
絶
対
主
で
あ
っ
た
領
主
と
排
出
も
、
開
拓
民
を
招
致
す
る
に
は
、
彼
等
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し

に
は
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
出
発
点
に
於
い
て
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ
に
与
え
ら
れ
た
償
行

(
g
E
S
E
-
5と
は
、
環
箆
に
則
し
て
大
巾
に
修
正

さ
れ
、
旧
来
の
荘
園
に
は
見
ら
れ
な
い
慣
習
法

(
ω
E
S
S
E
C
S芯
こ
を
成
立
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。

以
上
に
よ
り
、
我
々
は
農
民
負
担
の
軽
減
、
並
び
に
法
契
約
団
体
と
し
て
の
村
落
共
同
体
の
成
立
こ
そ
、
グ
イ
ル
・
ヌ

1
ず
の
歴
史
的
意
義
を
究
極
的
に
決
定
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
か
L

る
も
の
と
し
て
の
グ
イ
ル
・
ヌ
1
グ
の
急
増
は
、
そ
の
法
の
伝
播
を
運
命
的
な
も
の
に
す
る
。
一
二
世
紀
以
来
特
に
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一
五
回

制
移
民
の
諸
負
担
は
初
発
か
ら
明
硲
に
規
制
さ
れ
、
如
何
な
る
「
悪
し
き
慣
行
」
吉
と
m
2
5
5
E
L。
)
就
中
、
い
か
な
る
領
、
王
の
怒
意
的
諸
貢
租
|
|

E
Eロ
E
2円
O
P
E
-。口同品切

g
2
p
m
p
S
Fロ
志
の
発
動
の
余
地
を
も
取
除
い
た
o
更
に
農
民
は
一
種
の
「
自
治
」
並
び
に
種
々
の
裁
判
上
の
保
証
を

得
た
。
か
く
て
、
グ
イ
ル
・
1

1
ず
の
「
法
」
は
そ
の
時
代
の
一
植
の
「
最
良
の
法
」

2
c
m
O
3
E
C
E
)
を
表
現
し
、
か
、
ふ
る
法
的
性
格
に
よ
っ
て
グ
イ

ず

イ

ラ

グ

イ

ラ

ル
・
ヌ
1
グ
は
旧
村
落
と
区
別
さ
れ
る
「
解
放
村
落
」

(
P
S
E
丘一

-
P
5
5
z
i
-
-と
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。


